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主 文          

被告人を懲役２年６月に処する。 

未決勾留日数中１３０日をその刑に算入する。 

理 由          

【罪となるべき事実】 

被告人は、愛知県弁護士会に所属する弁護士であったものであり、 

第１ 日本司法支援センターが行う代理援助制度を利用してＡから同人の元夫に対

する債務名義の強制執行等の委任を受け、元夫が有する債権の差押命令申立て、

同債権の債務者から支払われた金銭の受領・保管等の業務に従事していたもの

であるが、平成２９年１月２０日、Ｂ（現Ｃ株式会社）から、元夫が契約して

いた生命保険契約の解約払戻金として、株式会社Ｄ銀行Ｅ支店に開設された弁

護士Ｆ名義の普通預金口座に３２５万２１３０円の振込入金を受け、これをＡ

のために業務上預かり保管中、同日頃から同年２月１７日頃までの間、４５回

にわたり、いずれも前記振込入金にかかる預金が混和した同口座から、出金し、

又は株式会社Ｄ銀行Ｅ支店に開設された弁護士預り金口Ｆ名義の普通預金口座、

株式会社Ｇ銀行Ｈ支店に開設されたＩ名義の普通預金口座等に振込送金するな

どした合計４４４万７４５３円について、いずれもその頃、愛知県、三重県又

はその周辺において、そのうち合計３２５万９４３円を自己の用途に費消する

目的で着服し、又は自己の用途に費消し、 

第２ Ｊから交通事故に関する損害賠償請求事件を受任し、Ｊに対する損害賠償保

険金の交渉及び代理受領等の業務に従事していたものであるが、令和２年１２

月２３日、Ｋ株式会社から、Ｊに対する損害賠償保険金として、前記弁護士Ｆ

名義の普通預金口座に２３６万１１７２円の振込入金を受け、これをＪのため

に業務上預かり保管中、同日頃から令和３年２月２５日頃までの間、４６回に

わたり、いずれも前記振込入金にかかる預金が混和した同口座から、出金し、

又は前記弁護士預り金口Ｆ名義の普通預金口座、株式会社Ｌ銀行Ｍ支店に開設
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されたＮ株式会社名義の普通預金口座等に振込送金するなどした合計２６４万

４４４１円について、いずれもその頃、愛知県、三重県又はその周辺において、

そのうち合計２３０万１４１２円を自己の用途に費消する目的で着服し、又は

自己の用途に費消し、 

もってそれぞれ横領したものである。 

【量刑の理由】 

被告人は、主に扱っていた消費者関連事件の減少や弁護士の増加、県弁護士会の

副会長就任等により弁護士収入が減少する一方で、クラブ等での支出がやめられな

かったこともあり次第に事務所経営がひっ迫し、自転車操業状態に陥る中で、判示

のとおり依頼者２名のために業務上保管していた預り金を私的に流用するなどして

着服したものである。依頼者の権利を守るべき立場にある弁護士が、その権限を悪

用して依頼者の権利を著しく損なわせ、ひいては弁護士に対する社会的信用をも失

墜させており、犯行内容の悪質性は甚だしい。被害総額も５５０万円余りと多額に

上っているが、被告人は全額を費消してしまっており、何らの被害弁償もしていな

い。これらの犯情等に照らせば、被告人の刑事責任は重く、これまでに前科がない

ことや、被告人が本件犯行を認め、今後の収入の中から被害弁償を続けていく旨述

べるなど反省の態度を示していること、知人の弁護士が今後の更生への協力を約束

していること等の情状を酌量しても、主文の実刑は免れないと判断した。 

（求刑 懲役３年６月） 
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